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第 68回水島港まつり 

地域連携出店 募集要項 

 

１ 概要 

（１） 実施日時 

令和６年１１月２３日（土・祝）１０時００分～１９時００分 

※少雨決行、荒天中止。荒天による開催可否は、令和６年１１月２２日（金）１７時の状

況を踏まえ水島港まつり運営委員会（以下、「本委員会」という）で協議の上、水島港

まつりホームページでお知らせしますのでご確認ください。出店者に対し個別連絡は行

いません。 

 

 

（２）出店対象者 

   次のいずれかに該当する者 

ア 水島地域で非営利活動を行う団体（町内会、子ども会、スポーツ少年団、婦人会等） 

イ 水島商店街に出店している事業者 

 

 

（３）出店場所 

水島東栄町演舞場①北側（別紙「第６８回水島港まつり会場図」参照） 

 

 

（４）出店区画等 

本委員会が準備する１テント（２間３間：３.６ｍ×５．４ｍ）とします。 

出店位置は本委員会が決定します。 

 出店に必要な備品は各自で用意してください。 

 

《本委員会が用意する設備一覧》 

ア テント（２間３間）            １張 

イ 長机（１,８００×４５０㎜）   ３脚（最大） 

ウ パイプ椅子            ２脚（最大） 

エ 電源                      3,000Ｗまで（最大） 

 

 

（５）募集予定数 

１０団体程度 
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（６）出店条件 

   ア 次のとおり出店料を入金すること 

ａ 水島地域で非営利活動を行う団体：不要 

ｂ 水島商店街に出店している事業者：５,０００円 

※指定の口座へお振込みください。なお、振込手数料は出店者様でご負担ください。 

※振込先は、当選者にメールでお知らせします。 

※いかなる場合でも返金は行いません。 

 

   イ 次のとおり出店運営すること 

    ａ ２０２４年１１月２３日（土・祝）１１時～１７時は必ず出店運営すること 

    ｂ 出店運営時間内は、飲食物の販売・提供及び催しを継続実施すること 

    ｃ 出店運営時間の終了が「販売物の品切れ」「催しの早期終了」等で著しく繰り上

がらないこと 

 

ウ 次の事項及び本要項に記載している注意事項を遵守すること 

ａ 食品衛生法に基づく営業許可、食品衛生責任者の資格を保有していること 

  なお、食品衛生責任者の資格は、講習（１日）を受講することで取得できます。 

ｂ 食品衛生法その他関係法令を遵守し、保健所が定める適切な衛生管理、加工（調   

理等）及びアレルギーへの対処（材料の把握とアレルギー表示）を行える者が当日

従事できること 

ｃ 加工食品の販売や会場内での調理には、保健所の許認可届出が必要な場合があり

ますので、出店者の責任において各種法令を確認の上、必要に応じ取得すること 

ｄ 本委員会、警察及び消防署の指示に従うこと 

虚偽による申請、または、本委員会の指示に従わない場合、本委員会は出店者

へ出店許可の取消・撤去指示及び今後の水島港まつりへの出店禁止等の措置を行

うことがあります。 

この措置に対しては、申請を行ったことをもって異議申し立てを行わないこと

に同意したこととして取り扱います。 

ｅ 次の事項について、出店者がその責任の一切を負い、自己の費用において解決す

ること 

① 現金の盗難、紛失、トラブル等 

② 出店に際しての事故、物損、苦情、トラブル等 

③ 販売及び商品に対する事故、苦情、トラブル等 

ｆ 不測の事態が生じた場合には、誠実かつ適切な対応をするとともに、本委員会本

部へ速やかに報告すること 

ｇ 事前に出店を取りやめる場合は速やかに本委員会に報告すること 

なお、出店告知を行っている場合は、取りやめる旨の告知を行うこと 

告知を行っていない場合はこの限りではありません。 

ｈ 次の写真及び動画について、肖像権、著作権の主張を行わないこと 

また、２次使用権も本委員会に帰属することに同意したこととして取り扱います。 

① 出店者が本委員会に提供した写真及び動画等 

② 当日、本委員会、またはその受託者が撮影した写真及び動画等 

ｉ 他の出店者及び来場者に迷惑をかけるような飲酒・指定場所以外での喫煙をしな

いこと 
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ｊ 水島港まつりの雰囲気を損なわない出店とすること 

ｋ 火の使用、または発生させる恐れのある場合には、事前に本委員会への報告、消

防署との協議、必要届出の提出等を行い、消火器を備えつけること 

エ 次に該当しないこと 

また、必要な場合には、申請を行ったことをもって本委員会が岡山県警察本部に照

会することに同意したこととして取り扱います。 

ａ 暴力団関係者及びその繋がりがあるとされる事業者（事実上婚姻関係と同様  

の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む） 

ｂ 政治性、宗教性のある事業者 

ｃ 以下の行為を行う者 

① 法令、本要項に違反する行為 

② 公序良俗に反する行為 

③ 出店に係る権利を他人に譲渡または貸与する行為 

④ 水島港まつり（水島よさこい）のイベント運営を妨げる行為 

⑤ 上記のほか、本委員会が不適切または不適当と判断する行為 

 

 

２ 申し込みについて 

 

お申し込みをもって、本要項内の内容及び条件等についてご承諾、ご同意いただい

たものとしてお取り扱いいたしますので、予めご了承ください。 

 

（１） 概要 

ア 募集期間  ２０２４年８月３０日（金）～９月２０日（金） 

イ 提出書類  【別紙】「第６８回水島港まつり地域連携出店参加申込書」 

ウ 提 出 先  水島港まつり運営委員会 地域連携出店管理担当 

       E-mail：mainkaijoubooth@gmail.com 

エ 選考方法  本委員会による審査 

オ 注意事項 

ａ 先着順ではありません。 

ｂ 募集期間終了後、本委員会により選考審査を行い、出店者様に９月下旬頃ご連絡い

たします。 

なお、選考審査の内容・結果についての異議申し立てや選考結果確認のお問い合わ

せには、ご回答いたしかねますので、予めご了承ください。 

ｃ 募集出店数に達していない場合でも、本委員会が不適当と判断した場合には、出店

をお断りすることがあります。 

ｄ 募集期間以外の応募は無効といたしますので、予めご了承ください。 

ｅ E-mail（mainkaijoubooth@gmail.com）以外への「お申込み」「お問い合わせ」に

は、ご対応いたしかねます。なお、本メールアドレス以外の方法で問い合わせた結果、

対応が無いことで出店者に不利益が生じた場合でも補填や特別な措置は講じかねます

ので、予めご了承ください。  
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ｆ 提出書類に変更が生じた場合は、変更した書類を再提出してください。 

ｇ 本委員会から出店条件を付す場合や、企画内容について修正を求めた場合はその指

示に従ってください。 

 

（２） スケジュール 

日 程 手 順 内 容 

８月３０日(金) 募 集 開 始 

(１)提出書類 

【別紙】「第６８回水島港まつり地域連携出店参加申込書」 

(２)提 出 先 

水島港まつり運営委員会  

地域連携出店管理担当 

E-mail ：mainkaijoubooth@gmail.com 

９月２０日(金） 募集締め切り 

９月下旬 選考結果通知 通知方法：E-mail 

１０月中旬 入 金 締 切 

１０月下旬 資 料 送 付 
（１）出店場所 

（２）実績報告書様式 

１２月６日（金） 実 績 報 告 実績報告提出締切 

 

 

３ 注意事項等 

次の条件等を遵守すること 

 

（１） 設備等について 

ア 本委員会が準備するテント等設備以外で、出店に係る設備や経費のすべては、全て出店

者が負担すること 

イ 出店テント内の設営、運営及び撤収は、自己の出店テント内の他、隣接テントや来場者

その他の安全に十分配慮して作業を行うこと 

ウ 出店者は、テント等設備を善意なる管理者の注意義務をもって取り扱うこと 

エ 本委員会が準備するテント等設備は、出店者がまつり終了後に原状回復し、本委員会係

員の確認を受けること。本委員会係員の確認をもって返却したこととして取り扱います 

オ 出店者が故意または過失に関わらず、本委員会が準備するテント等設備に損害及び損傷

を与えた場合や返却せず持ち帰った場合には、本委員会から出店者に対し生じた損害に

相応する代金を請求できるものとし、出店者はこれに従うこと 

カ 出店者はその責めに帰する理由により、道路、道路付帯施設、またはその他施設を損傷

させた時は、道路管理者及びその施設管理者に報告し、今後の対応について相談すると

ともに、損害がある場合には、損害賠償を行う等、誠実に対応すること 
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キ 終了後はテント周辺の清掃を実施し、出店で生じたゴミや汚水等は、会場内のごみ箱、

近隣公衆トイレの手洗い場や側溝等に廃棄せず、持ち帰り適正に処分すること 

 

（２） 搬入・搬出について 

ア 出店者は、搬入・搬出にあたり、周囲の安全に十分配慮して行うこと 

イ 前日の搬入や準備は行えません 

ウ 本委員会では、駐車場の確保は行わないので、近隣の来場者駐車場を利用すること 

エ 荷下ろしまたは荷積みを目的とする一時的な利用以外での会場周辺への車の乗り入れ、

長時間の駐車は、近隣住民及び交通の妨げとなるので配慮すること 

なお、搬入・搬出時間等の詳細は、当選者に改めて通知します。 

 

 

４ 実績報告書の提出について 

  ２０２４年１２月６日（金）１７時（厳守）までに実績報告書を提出すること 

なお、ご提出いただけない場合は、次回以降の出店をご遠慮いただくことがありますの

で予めご了承ください。 

 

 

５ 申し込み・問い合わせ先  

   水島港まつり運営委員会 地域連携出店管理担当 

Ｅメール：mainkaijoubooth@gmail.com 


